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通達様式第10号 （日本産業規格Ａ列４）

取次機関に関する申告書

年 月 日

厚 生 労 働 大 臣 殿

( )ふりがな

住 所

②申請者

( )ふりがな

氏 名

下記の事務所に係る取次機関については、以下の要件を満たしていることを申告します。

１．当該国において事業を合法的に実施することが認められていること。

２．職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を

管理し、求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当

に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金

銭を貸し付けていないこと。

記

事 業 所 の 名 称

所 在 地

取次機関の名称

住 所

事 業 内 容
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通達様式第11号 （日本産業規格Ａ列４）

年 月 日

有料職業紹介事業許可条件通知書

殿

厚生労働大臣

年 月 日付け許可番号 の許可は下記の理由により次の許可条件を付して行う。
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、処分のあったこ

とを知った日の翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以
内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）の規定により、この

処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から
起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として提起することができる。ただし、審
査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあった日の翌日から起算して１年以内）に提起することができ
る。

（許可条件）
１ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第56条の規定により使用を禁止されている児童の紹介を行わないこと。

２ 貸金業又は質屋業と兼業する場合（法人の代表者又は役員が、他の法人等で兼業する場合も含む。）は、当該
兼業する事業における債務者について紹介を行わず、また、債務者を求職者としないこと。

３ 変更の届出により有料職業紹介事業を行う事業所を新設する場合は、当該事業所においても、許可基準の所
定の要件を満たすこと。なお、許可基準の１の要件を満たしつつ有料職業紹介事業を行うことのできる事業所
数は、 年 月 日時点で 事業所までであること。

４ 合理的な理由なく特定の求人者に限って職業紹介を行うものでないこと。

５ 職業紹介事業所間における業務提携を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 業務提携による職業紹介を実施し得る職業紹介事業者は、職業安定法（昭和22年法律第141号。以下「法」
という。）の規定により適法に許可を受け、又は届出をした職業紹介事業者に限られるものであること。

(2) 求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務（法第５条の３第１項）は、求職の申込み
を求職者から直接受理した職業紹介事業者が履行すること。ただし、当該職業紹介事業者が事業を廃止した
こと等により、労働条件等の明示義務を履行できない場合には、業務提携を行う他の職業紹介事業者が履行
すること。また、求人求職管理簿（職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限る。）
の備付に関する義務（法第32条の15）並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総
合サイトを利用した情報提供の義務（法第32条の16）は、業務提携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた
一者が履行すること。

(3) 業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場合には、あらかじめ求人者又
は求職者に、業務提携の内容として提供先の職業紹介事業者に関する次の事項を明示し、求人者又は求職者
が求人又は求職の提供に同意する職業紹介事業者に限って行うこととし、求人者又は求職者が求人又は求職
の提供に同意しない場合には業務提携の対象としないこと。この場合において、求人者又は求職者が提携先
ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意
又は不同意の意思を確認することとしても差し支えない。ただし、当面、一度に意思を確認する提携先は10
以内とすること。
ａ 事業所の名称及び所在地、許可番号
ｂ 法第32条の13及び職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号。以下「則」という。）第24条の５に規

定する次の明示事項
・ 取り扱う職種の範囲その他業務の範囲
・ 手数料に関する事項
・ 苦情の処理に関する事項
・ 個人情報の取扱いに関する事項
・ 返戻金制度に関する事項
c 法第32条の16及び則第24条の８第３項に規定する次の事項
・ 就職者数（総数及び無期雇用の就職者数）
・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者の数
・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者に該当するかどうか明らかでない者の数
d 必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金及び雇用形態等

(4) 職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供
に同意した場合には、当該提携先は、法の規定により当該求人又は求職を受理しないことが認められる場合
を除き、当該求人又は求職を受理するものとすること。

(5) 提携先への提供に同意する求人又は求職とそれ以外の求人又は求職を分離して管理するとともに、個人情
報の適正な管理（正確かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊、改ざんを防止するための措置等）に
ついて、より一層、的確に対応すること。

(6) 求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹
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介するように努めること。
(7) 手数料はあっせんを行う職業紹介事業者による手数料の定めの範囲内で当該職業紹介事業者が徴収するも
のとすること。

６ 国外にわたる職業紹介を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第１項の規定により取扱職種の派範囲等として
届け出た国以外を相手先国として職業紹介を行わないこと。

(2) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）その他
の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。

(3) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそ
れらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行わないこと。

(4) 国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用しない
こと。
a 相手先国において活動を認められていないもの。
b 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求職
者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転
を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。

(5) 職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理さ
れ、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金
銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行わ
ないこと。

７ 法第33条の６の規定による勧告を遵守すること。

（理 由）
１ 上記１の理由

ＩＬＯ第181号条約第９条の趣旨による。

２ 上記２の理由
貸金業又は質屋業を行う者が該当営業における債務者を紹介することにより、強制労働や中間搾取等の求職

者保護にかける事態が発生することを防止する必要があるため。

３ 上記３の理由
許可後に届出により新設される有料職業紹介事業を行う事業所においても、有料職業紹介事業許可基準にお

いて定められた要件を満たすことにより、適正な事業運営を確保する必要があるため。

４ 上記４の理由
合理的な理由なく求人者を特定することにより求人者の利益に偏った職業紹介が行われる可能性があり、違

法・不当な職業紹介になることを防止する必要があるため。

５ 上記５の理由
業務提携を行うことにより、求人者及び求職者の保護に欠ける事態が発生することを防止する必要があるた

め。

６ 上記６の理由
国外にわたる職業紹介については、求職者が国外の仲介事業者又は求人者等から借り入れや保証金・違約金

等を徴収する契約を締結して入国すること等により国外の仲介事業者又は求人者等に対して弱い立場に置かれ、
自由な職業選択が妨げられる可能性があるため。

７ 上記７の理由
労働力の需要供給を調整するため特に必要がある場合に行われるものであり、職業紹介事業者として遵守す

べきものであるため。
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通達様式第11号の２ （日本産業規格Ａ列４）

年 月 日

有料職業紹介事業許可条件通知書

殿

厚生労働大臣

年 月 日付け許可番号 の許可は下記の理由により次の許可条件を付して行う。
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、処分のあったこ

とを知った日の翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以
内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）の規定により、この

処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から
起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として提起することができる。ただし、審
査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあった日の翌日から起算して１年以内）に提起するこ
とができる。

（許可条件）
１ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第56条の規定により使用を禁止されている児童の紹介を行わないこと。

２ 貸金業又は質屋業と兼業する場合（法人の代表者又は役員が、他の法人等で兼業する場合も含む。）は、当該
兼業する事業における債務者について紹介を行わず、また、債務者を求職者としないこと。

３ 変更の届出により有料職業紹介事業を行う事業所を新設する場合は、当該事業所においても、許可基準の所
定の要件を満たすこと。なお、許可基準の１の要件を満たしつつ有料職業紹介事業を行うことのできる事業所
数は、 年 月 日時点で 事業所までであること。

４ 合理的な理由なく特定の求人者に限って職業紹介を行うものでないこと。

５ 職業紹介事業所間における業務提携を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 業務提携による職業紹介を実施し得る職業紹介事業者は、職業安定法（昭和22年法律第141号。以下「法」
という。）の規定により適法に許可を受け、又は届出をした職業紹介事業者に限られるものであること。

(2) 求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務（法第５条の３第１項）は、求職の申込み
を求職者から直接受理した職業紹介事業者が履行すること。ただし、当該職業紹介事業者が事業を廃止した
こと等により、労働条件等の明示義務を履行できない場合には、業務提携を行う他の職業紹介事業者が履行
すること。また、求人求職管理簿（職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限る。）
の備付に関する義務（法第32条の15）並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総
合サイトを利用した情報提供の義務（法第32条の16）は、業務提携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた
一者が履行すること。

(3) 業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場合には、あらかじめ求人者又
は求職者に、業務提携の内容として提供先の職業紹介事業者に関する次の事項を明示し、求人者又は求職者
が求人又は求職の提供に同意する職業紹介事業者に限って行うこととし、求人者又は求職者が求人又は求職
の提供に同意しない場合には業務提携の対象としないこと。この場合において、求人者又は求職者が提携先
ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意
又は不同意の意思を確認することとしても差し支えない。ただし、当面、一度に意思を確認する提携先は10
以内とすること。
ａ 事業所の名称及び所在地、許可番号
ｂ 法第32条の13及び職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号。以下「則」という。）第24条の５に規

定する次の明示事項
・ 取り扱う職種の範囲その他業務の範囲
・ 手数料に関する事項
・ 苦情の処理に関する事項
・ 個人情報の取扱いに関する事項
・ 返戻金制度に関する事項
c 法第32条の16及び則第24条の８第３項に規定する次の事項
・ 就職者数（総数及び無期雇用の就職者数）
・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者の数
・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者に該当するかどうか明らかでない者の数
d 必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金及び雇用形態等

(4) 職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供
に同意した場合には、当該提携先は、法の規定により当該求人又は求職を受理しないことが認められる場合
を除き、当該求人又は求職を受理するものとすること。

(5) 提携先への提供に同意する求人又は求職とそれ以外の求人又は求職を分離して管理するとともに、個人情
報の適正な管理（正確かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊、改ざんを防止するための措置等）に
ついて、より一層、的確に対応すること。

(6) 求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹
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介するように努めること。
(7) 手数料はあっせんを行う職業紹介事業者による手数料の定めの範囲内で当該職業紹介事業者が徴収するも
のとすること。

６ 国外にわたる職業紹介を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第１項の規定により取扱職種の派範囲等として
届け出た国以外を相手先国として職業紹介を行わないこと。

(2) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）その他
の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。

(3) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそ
れらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行わないこと。

(4) 国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用しない
こと。
a 相手先国において活動を認められていないもの。
b 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求職
者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転
を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。

(5) 職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理さ
れ、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金
銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行わ
ないこと。

７ 法第33条の６の規定による勧告を遵守すること。

８ 転職及び求職の勧奨については、次の事項を遵守すること。
(1) その紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。）に対し、当該就職し
た日から２年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。
(2) 求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を
超えて求職者に金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

（理 由）
１ 上記１の理由

ＩＬＯ第181号条約第９条の趣旨による。

２ 上記２の理由
貸金業又は質屋業を行う者が該当営業における債務者を紹介することにより、強制労働や中間搾取等の求職

者保護にかける事態が発生することを防止する必要があるため。

３ 上記３の理由
許可後に届出により新設される有料職業紹介事業を行う事業所においても、有料職業紹介事業許可基準にお

いて定められた要件を満たすことにより、適正な事業運営を確保する必要があるため。

４ 上記４の理由
合理的な理由なく求人者を特定することにより求人者の利益に偏った職業紹介が行われる可能性があり、違

法・不当な職業紹介になることを防止する必要があるため。

５ 上記５の理由
業務提携を行うことにより、求人者及び求職者の保護に欠ける事態が発生することを防止する必要があるた

め。

６ 上記６の理由
国外にわたる職業紹介については、求職者が国外の仲介事業者又は求人者等から借り入れや保証金・違約金

等を徴収する契約を締結して入国すること等により国外の仲介事業者又は求人者等に対して弱い立場に置かれ、
自由な職業選択が妨げられる可能性があるため。

７ 上記７の理由
労働力の需要供給を調整するため特に必要がある場合に行われるものであり、職業紹介事業者として遵守す

べきものであるため。

８ 上記８の理由
早期の転職勧奨やお祝い金等による求職の申込みの勧奨は、労働者の行動選択に影響を与え、これにより適

正な労働力需給調整機能の発揮に支障が生じるため。
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通達様式第12号 （日本産業規格Ａ列４）

年 月 日

無料職業紹介事業許可条件通知書

殿

厚生労働大臣

年 月 日付け許可番号 の許可は下記の理由により次の許可条件を付して行う。
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、処分のあったこ

を知った日の翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以と
内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和 年法律第 号）の規定により、この37 139

処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から
起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として提起することができる。ただし、審
査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあった日の翌日から起算して１年以内）に提起すること
ができる。

（許可条件）

１ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第56条の規定により使用を禁止されている児童の紹介を行わないこと。

２ 貸金業又は質屋業と兼業する場合（法人の代表者又は役員が、他の法人等で兼業する場合も含む ）は、当該。

兼業する事業における債務者について紹介を行わず、また、債務者を求職者としないこと。

３ 変更の届出により無料職業紹介事業を行う事業所を新設する場合は、当該事業所においても、許可基準の所
定の要件を満たすこと。なお、許可基準の１の要件を満たしつつ無料職業紹介事業を行うことのできる事業所

数は、 年 月 日時点で 事業所までであること。

４ 合理的な理由なく特定の求人者に限って職業紹介を行うものでないこと。

５ 職業紹介事業所間における業務提携を行う場合は、次の事項を遵守すること。

(1) 業務提携による職業紹介を実施し得る職業紹介事業者は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」
という。) の規定により適法に許可を受け、又は届出をした職業紹介事業者に限られるものであること。

(2) 求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務（法第５条の３第１項）は、求職の申込み
を求職者から直接受理した職業紹介事業者が履行すること。ただし、当該職業紹介事業者が事業を廃止した

こと等により、労働条件等の明示義務を履行できない場合には、業務提携を行う他の職業紹介事業者が履行
すること。また、求人求職管理簿（職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限る ）。

の備付に関する義務（法第32条の15）並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総
合サイトを利用した情報提供の義務（法第32条の16）は、業務提携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた

一者が履行すること。
(3) 業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場合には、あらかじめ求人者又

は求職者に、業務提携の内容として提供先の職業紹介事業者に関する次の事項を明示し、求人者又は求職者

が求人又は求職の提供に同意する職業紹介事業者に限って行うこととし、求人者又は求職者が求人又は求職
の提供に同意しない場合には業務提携の対象としないこと。この場合において、求人者又は求職者が提携先

ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意
又は不同意の意思を確認することとしても差し支えない。ただし、当面、一度に意思を確認する提携先は10

以内とすること。
ａ 事業所の名称及び所在地、許可番号

ｂ 法第32条の13及び職業安定法施行規則（昭和22年労働省令第12号。以下「則」という ）第25条におい。
て準用する則第24条の５に規定する次の明示事項

・ 取り扱う職種の範囲その他業務の範囲
・ 苦情の処理に関する事項

・ 個人情報の取扱いに関する事項

・ 返戻金制度に関する事項
c 法第32条の16及び則第24条の８第３項に規定する次の事項

・ 就職者数（総数及び無期雇用の就職者数）
・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者の数

・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者に該当するかどうか明らかでない者の数
d 必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金及び雇用形態等

(4) 職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供
に同意した場合には、当該提携先は、法の規定により当該求人又は求職を受理しないことが認められる場合

を除き、当該求人又は求職を受理するものとすること。
(5) 提携先への提供に同意する求人又は求職とそれ以外の求人又は求職を分離して管理するとともに、個人情
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報の適正な管理（正確かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊、改ざんを防止するための措置等）に

ついて、より一層、的確に対応すること。
(6) 求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹

介するように努めること。

６ 国外にわたる職業紹介を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第１項の規定により取扱職種の範囲等として届

け出た国以外を相手先国として職業紹介を行わないこと。
(2) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）その他

の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。

(3) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそ
れらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行わないこと。

(4) 国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用しない
こと。

a 相手先国において活動を認められていないもの。
b 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求職

者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転
を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。

(5) 職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理さ
れ、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金

銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行わ
ないこと。

７ 法第33条の６の規定による勧告を遵守すること。

（理 由）
１ 上記1の理由

ＩＬＯ第181号条約第９条の趣旨による。

２ 上記２の理由
貸金業又は質屋業を行う者が該当営業における債務者を紹介することにより、強制労働や中間搾取等の求職

者保護にかける事態が発生することを防止する必要があるため。

３ 上記３の理由

許可後に届出により新設される無料職業紹介事業を行う事業所においても、無料職業紹介事業許可基準にお
いて定められた要件を満たすことにより、適正な事業運営を確保する必要があるため。

４ 上記４の理由

合理的な理由なく求人者を特定することにより求人者の利益に偏った職業紹介が行われる可能性があり、違
法・不当な職業紹介になることを防止する必要があるため。

５ 上記５の理由

業務提携を行うことにより、求人者及び求職者の保護に欠ける事態が発生することを防止する必要があるた
め。

６ 上記６の理由
国外にわたる職業紹介については、求職者が国外の仲介事業者又は求人者等から借り入れや保証金・違約金

、等を徴収する契約を締結して入国すること等により国外の仲介事業者又は求人者等に対して弱い立場に置かれ
自由な職業選択が妨げられる可能性があるため。

上記７の理由７
労働力の需要供給を調整するため特に必要がある場合に行われるものであり、職業紹介事業者として遵守す

べきものであるため。
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（ ）通達様式第12号の２ 日本産業規格Ａ列４

年 月 日

無料職業紹介事業許可条件通知書

殿

厚生労働大臣

年 月 日付け許可番号 の許可は下記の理由により次の許可条件を付して行う。
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、処分のあったこ

を知った日の翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から起算して１年以と
内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和 年法律第 号）の規定により、この37 139

処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分のあった日の翌日から
起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として提起することができる。ただし、審
査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った
日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあった日の翌日から起算して１年以内）に提起すること
ができる。

（許可条件）

１ 労働基準法（昭和22年法律第49号）第56条の規定により使用を禁止されている児童の紹介を行わないこと。

２ 貸金業又は質屋業と兼業する場合（法人の代表者又は役員が、他の法人等で兼業する場合も含む ）は、当該。

兼業する事業における債務者について紹介を行わず、また、債務者を求職者としないこと。

３ 変更の届出により無料職業紹介事業を行う事業所を新設する場合は、当該事業所においても、許可基準の所
定の要件を満たすこと。なお、許可基準の１の要件を満たしつつ無料職業紹介事業を行うことのできる事業所

数は、 年 月 日時点で 事業所までであること。

４ 合理的な理由なく特定の求人者に限って職業紹介を行うものでないこと。

５ 職業紹介事業所間における業務提携を行う場合は、次の事項を遵守すること。

(1) 業務提携による職業紹介を実施し得る職業紹介事業者は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」
という。) の規定により適法に許可を受け、又は届出をした職業紹介事業者に限られるものであること。

(2) 求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務（法第５条の３第１項）は、求職の申込み
を求職者から直接受理した職業紹介事業者が履行すること。ただし、当該職業紹介事業者が事業を廃止した

こと等により、労働条件等の明示義務を履行できない場合には、業務提携を行う他の職業紹介事業者が履行
すること。また、求人求職管理簿（職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限る ）。

の備付に関する義務（法第32条の15）並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総
合サイトを利用した情報提供の義務（法第32条の16）は、業務提携を行う職業紹介事業者の間で取り決めた

一者が履行すること。
(3) 業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場合には、あらかじめ求人者又

は求職者に、業務提携の内容として提供先の職業紹介事業者に関する次の事項を明示し、求人者又は求職者

が求人又は求職の提供に同意する職業紹介事業者に限って行うこととし、求人者又は求職者が求人又は求職
の提供に同意しない場合には業務提携の対象としないこと。この場合において、求人者又は求職者が提携先

ごとに同意又は不同意の意思を示すことができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意
又は不同意の意思を確認することとしても差し支えない。ただし、当面、一度に意思を確認する提携先は10

以内とすること。
ａ 事業所の名称及び所在地、許可番号

ｂ 法第32条の13及び職業安定法施行規則（昭和22年労働省令第12号。以下「則」という ）第25条におい。
て準用する則第24条の５に規定する次の明示事項

・ 取り扱う職種の範囲その他業務の範囲
・ 苦情の処理に関する事項

・ 個人情報の取扱いに関する事項

・ 返戻金制度に関する事項
c 法第32条の16及び則第24条の８第３項に規定する次の事項

・ 就職者数（総数及び無期雇用の就職者数）
・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者の数

・ 無期雇用の就職者のうち就職後６箇月以内に離職した者に該当するかどうか明らかでない者の数
d 必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金及び雇用形態等

(4) 職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提携先への提供
に同意した場合には、当該提携先は、法の規定により当該求人又は求職を受理しないことが認められる場合

を除き、当該求人又は求職を受理するものとすること。
(5) 提携先への提供に同意する求人又は求職とそれ以外の求人又は求職を分離して管理するとともに、個人情
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報の適正な管理（正確かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊、改ざんを防止するための措置等）に

ついて、より一層、的確に対応すること。
(6) 求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する求職者を紹

介するように努めること。

６ 国外にわたる職業紹介を行う場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第１項の規定により取扱職種の範囲等として届

け出た国以外を相手先国として職業紹介を行わないこと。
(2) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）その他

の出入国関係法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。

(3) 国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又は求人者がそ
れらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行わないこと。

(4) 国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関を利用しない
こと。

a 相手先国において活動を認められていないもの。
b 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財産を管理し、求職

者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他不当に金銭その他の財産の移転
を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付けるもの。

(5) 職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理さ
れ、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金

銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識して、当該求職者に対して職業紹介を行わ
ないこと。

７ 法第33条の６の規定による勧告を遵守すること。

８ 転職及び求職の勧奨については、次の事項を遵守すること。
(1) その紹介により就職した者（期間の定めのない労働契約を締結した者に限る ）に対し、当該就職し。

た日から２年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。
(2) 求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を

超えて求職者に金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

（理 由）
１ 上記1の理由

ＩＬＯ第181号条約第９条の趣旨による。

２ 上記２の理由

貸金業又は質屋業を行う者が該当営業における債務者を紹介することにより、強制労働や中間搾取等の求職
者保護にかける事態が発生することを防止する必要があるため。

３ 上記３の理由

許可後に届出により新設される無料職業紹介事業を行う事業所においても、無料職業紹介事業許可基準にお
いて定められた要件を満たすことにより、適正な事業運営を確保する必要があるため。

４ 上記４の理由

合理的な理由なく求人者を特定することにより求人者の利益に偏った職業紹介が行われる可能性があり、違

法・不当な職業紹介になることを防止する必要があるため。

５ 上記５の理由
業務提携を行うことにより、求人者及び求職者の保護に欠ける事態が発生することを防止する必要があるた

め。

６ 上記６の理由
国外にわたる職業紹介については、求職者が国外の仲介事業者又は求人者等から借り入れや保証金・違約金

、等を徴収する契約を締結して入国すること等により国外の仲介事業者又は求人者等に対して弱い立場に置かれ
自由な職業選択が妨げられる可能性があるため。

上記７の理由７
労働力の需要供給を調整するため特に必要がある場合に行われるものであり、職業紹介事業者として遵守す

べきものであるため。

８ 上記８の理由
早期の転職勧奨やお祝い金等による求職の申込みの勧奨は、労働者の行動選択に影響を与え、これにより適

正な労働力需給調整機能の発揮に支障が生じるため。
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通達様式第13号 （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介事業代表者死亡届

① 年 月 日

労働局長 殿

② 届出者住所

氏 名

下記のとおり届けます。

記

③許 可 番 号 ④事業の種類 有 料 ・ 無 料

⑤ 事 名 称

業

所 所 在 地 ℡ （ ）

⑥死 亡 者 氏 名

⑦死 亡 年 月 日

⑧事業の継続者氏名

⑨ 死 亡 者 と の 関 係

⑩備 考

(記載要領)

②欄には、届出者の住所を記載し、及び届出者の氏名を記名押印又は署名のいずれかに

より記載すること。
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通達様式第14号－１ （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施申出書

年 月 日

厚生労働大臣 殿

申出者名（講習機関名）

代表者名

住 所

電話番号

別添の書類と併せて、実施日程により、職業紹介責任者講習を実施いたしたく申し

出ますので、よろしくお取り計らい下さい。

なお、当○○及び当○○の全役員につきまして、職業安定法第32条各号(第３号、

第10号及び第11号を除く。)のいずれにも該当しないこと並びに申請者が精神の機能

の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者で

ある場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師の診断書が添付され

ていることを誓約いたします。
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通達様式第14号－２ （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施日程等の掲載申出書

年 月 日

厚生労働大臣 殿

申出者名（講習機関名）

代表者名

住 所

電話番号

別添の実施日程等により、職業紹介責任者講習を実施いたしたく申し出ます

ので、貴省ホームページへの掲載について、よろしくお取り計らい下さい。
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通達様式第15号 （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習実施日程書

※開催者番号

申出者名（講習機関名）

応 募 窓 口：

問合わせ先：

開催日時 ※講習会 開催場所 受講定員 講師 募集開始 募集締切 受講料

場番号 日 時 日 時（予定者）

（留意事項）

１ 実施日程書は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課から電子媒体で配付するので、記入

の うえ書面及び電子媒体で提出すること。

２ ※欄は厚生労働省において番号を付与するので、講習機関において記入しないこと。
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通達様式第16号（第１面） （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習受講者名簿

※開催者番号

厚生労働大臣 殿

申出者名（講習機関名）

代表者名

住 所

電話番号

講習会場番号 受講者番号 受講年月日 受講者氏名 試験得点 備考

（留意事項）

１ 開催者番号及び講習会場番号は、講習実施申出の際に厚生労働省から付与された

ものを記載すること。

２ 受講者番号は、各講習ごとに付与すること。

３ 受講証明書を交付しなかった場合は、備考欄にその理由を記載すること。
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通達様式第16号（第２面） （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習受講者名簿

※開催者番号

講習会場番号 受講者番号 受講年月日 受講者氏名 試験得点 備考
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通達様式第17号 （日本産業規格Ａ列４）

職 業 紹 介 責 任 者 講 習

受 講 証 明 書

殿

年 月 日 〇〇県において、職業紹介責任者講習

を修了したことを証明する。

講習機関の代表者 印

番号（ － － ）

※ 番号の欄には左から順に開催者番号、講習会場番号、受講者番号を記載し、各番号の間に
「－」を記載すること。
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通達様式第18号 （日本産業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習廃止申出書

年 月 日

厚生労働大臣 殿

申出者名（講習機関名）

代表者名

住 所

電話番号

標記について、職業紹介責任者講習を廃止いたしたく申し出ますので、よろしく

お取り計らい下さい。
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通達様式第19号 （日本産業規格Ａ列４）

年齢制限求人に係る情報提供

年 月 日

（ ）公共職業安定所長 殿

（職業紹介事業者の氏名又は名称）

当社の取扱いに係る求人の申込みについて、下記のとおり、労働施策の総合的な

推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律

第132号）第９条又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68

号）第20条第１項違反と思われる事案がありましたので、情報提供いたします。

記

１ 違反と思われる事業主の氏名又は名称及び連絡先

氏名又は名称： 記載例）○○社○○事業所（

連絡先（住所又は所在地、電話番号等 ：）

２ 事案の概要（違反する法律の条項、求人の職種、年齢制限の内容及び理由、求

人の申込みの日付等）

（記載例）

○○年○○月○○日に申込みのあった○○の職種の求人について、○○歳

以下という条件が付されているが、これは労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則（昭和41年労

働省令第23号）第１条の３第１項各号に該当しないものと考えられる。

３ 処理の状況（当社からの働きかけの内容、求人の状況等）

（記載例）

当社において年齢制限の是正を働きかけたものの、これに応じなかった為に

求人受理を行わなかった。

４ その他特記事項
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